
◯ 検定職種
 造園、機械加工、とび、フラワー装飾など
◯ 等級および受検資格
 1級から3級まで区分されており、等級により一定の実務経験が必要
◯ 受検手数料
 学科試験：3,100円 ／ 実技試験：18,200円（上限）
◯ 試験日時・会場
 受検票で通知

企画政策課  ☎0738－23－9511お問合せ

～できることからはじめよう～

生活の様々な場面の脱炭素に資する行動
によるCO2排出削減効果を算定しています。

令和3年11月ゼロカーボンシティ宣言  2050年二酸化炭素実質排出ゼロを目指します

和歌山県立和歌山産業
技術専門学院 生徒募集 職業訓練のご案内

和歌山産業技術専門学院（〒649・6261 和歌山市小倉90）
☎073－477－1253

お問合せ

 募集する訓練科 
◯2年制：自動車工学科、理容科、
 メカトロニクス・ＣＡＤ科
◯１年制：建築工学科、デザイン木工科、総合実務科
※１月選考後、定員に満たなかった科のみ募集します。

 選考について 
◯願書受付期間： 令和8年2月5日(木) ～
 2月24日(火)
◯選考実施日時：令和8年３月７日(土)９：30～
◯選考会場：和歌山産業技術専門学院

◯ 訓練コース名：OA事務科
◯ 訓練実施施設：中紀地域職業訓練センター
◯ 募集期間：令和7年12月19日（金）～
 令和8年2月12日（木）
◯ 訓練期間：令和8年3月10日（火）～
 令和8年6月9日（火）
◯ 訓練内容： 各種事務用ソフトウェアを用いたビジ
ネス文書作成、データ処理等の作業ができる事
務職としての就職を目指す。

◯ 受講料：無料 (テキスト代9,790円(税込)・職場
見学先への交通費は自己負担)

※詳細は二次元コードで

学校

技能検定とは、働くうえで身に
付ける、または必要とされる技能
の習得レベルを評価する国家検定
制度で、試験に合格すると合格証
書が交付され、「技能士」と称する
ことができます。

お問合せ
お申し込みについては、ハローワーク御坊訓練担当 
☎0738－22－3527
訓練内容については、職業訓練法人中紀技能訓練
協会 ☎0738－63－1500

お問合せ  税務課 ☎０７３８－２２－８８４１

税務課からのお知らせ
太陽光発電設備に係る固定資産税（償却資産）
の申告はお済みですか？

農耕作業用のトラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税が課税されます。
公道走行の有無にかかわらず、賦課期日（4月1日）時点で所有していれば課税の対象となります。
新しく取得または、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがあり

ましたら、速やかに税務課および各地域振興課（出張所）で申請し、交付を受けてください。

太陽光発電設備は、固定資産税（償却資産）の課税の対象となる場合があります。
以下の表をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、

毎年1月末までに償却資産の申告が必要となりますので、まだ申告がお済みでない方は、至急税務課までご連絡く
ださい。

◯ 設置者および発電規模別の課税区分

設置者
10kW以上の太陽光発電設備
（余剰売電・全量売電）

10kW未満の太陽光発電設備
（余剰売電）

個　人

家屋の屋根、空き地などに経済産業省の認定を受けた太陽
光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される
場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備
は課税の対象となります。

売電するための事業用資産とはなり
ませんので、償却資産としては課税
の対象外となります。

個　人
（事業用）

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに
かかわらず償却資産として課税の対象となります。

法　人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産と
して課税の対象となります。

※太陽光発電による電力を電力会社に売却している場合は、その収入について申告が必要な場合があります。
　【売電収入】－【必要経費】＝【雑所得】

 ～小型特殊自動車とは～ 
☆農耕作業用の小型特殊自動車（税額：2,400円）
乗用装置を有し、最高速度が35㎞ /ｈ未満のもの
＜トラクター、刈取脱穀作業車（コンバイン）、薬剤散布車、田植機
など＞

☆その他の小型特殊自動車（税額：5,900円）
次の①～④の要件をすべて満たすもの
①車両の長さが4.7ｍ以下　　　②車両の幅が1.7ｍ以下
③車両の高さが2.8ｍ以下　　　④最高速度が15㎞ /ｈ以下
＜フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードロー
ラー、アスファルトフィニッシャー、林内作業車、草刈作業車など＞

申請に必要なもの

〇車名・型式・車台番号などが確
認できる書類（販売証明書また
は廃車証明書・譲渡証明書等）
〇すでに小型特殊自動車をお持ち
の方で証明書等がない場合は、
車名・型式・車台番号などがわ
かるものを持参してください。
　（車台番号を写した写真）

トラクターやフォークリフトなどの
ナンバー登録はお済みですか？

ります

税金令和8年度前期技能検定のご案内

お問合せ・お申込み  和歌山県職業能力開発協会 ☎073-425-4555
  受付期間や申請方法等の詳細は、3月上旬にホームページで公開されます。https://w-syokunou.com

試験

教育・講習
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